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指定管理者の管理運営に対する評価シート 

 

所管課 建築都市局都市再生推進部都市再生整備課 

評価対象期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日  

１ 指定概要 
 

施設概要 

名  称 北九州市門司麦酒煉瓦館 
施設類型 目的・機能 

Ⅰ ― ① 

所 在 地 門司区大里本町三丁目６番１号 

設置目的 

歴史的にも貴重な建物を活かし、麦酒工場発展の歴史や大正時

代から今日までの麦酒文化と生活の関わりを体験できる展示を行

い、観光施設として広く集客するとともに、イベント・展示会等

や市民の憩いスペースとして活用することにより地域の活性化に

寄与する。 

利用料金制 

非利用料金制 ・ 一部利用料金制 ・ 完全利用料金制 

インセンティブ制 有・無 ペナルティ制  有・無 

指定管理者 

名  称 特定非営利活動法人 門司赤煉瓦倶楽部 

所 在 地 門司区大里本町三丁目１１番１号 

指定管理業務の内容 
・管理施設の使用許可   ・管理施設の維持管理  

・管理施設の使用に係る利用料金の徴収 

・管理施設の集客     ・その他の管理運営に必要な業務 

指定期間 平成３０年４月１日～令和５年３月３１日 

 

 

様式１ 

多段階評価 
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２ 評価結果 
 

評価項目及び評価のポイント 配点 
評価 

レベル 
得点 

１ 施設の設置目的の達成（有効性の向上）に関する取組み ５０  ４４ 

 （１）施設の設置目的の達成 

３５ ５ ３５ 

  ① 計画に則って施設の管理運営（指定管理業務）が適切に行

われたか。また、施設を最大限活用して、施設の設置目的に

沿った成果を得られているか（目標を達成できたか）。 
  ② 利用促進を目的としている施設の場合、施設の利用者の増

加や利便性を高めるための取り組みがなされ、その効果があ

ったか。 
  ③ 複数の施設を一括して管理する場合、施設間の有機的な連

携が図られ、その効果が得られているか。 
  ④ 施設の設置目的に応じた効果的な営業・広報活動がなされ、

その効果があったか。 
 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

門司麦酒煉瓦館は、「観光施設として広く集客する」「イベント・展示会等や市民の憩

いスペースとして活用することにより地域の活性化に寄与する」という二つの設置目的

を掲げている。 

門司赤煉瓦倶楽部は、平成２５年度から本施設の指定管理者となったが、平成３０年

度の入館者数は、過去最大の３３，４６７人で、前年度に比べ約２３％増となり、これ

は指定管理者が設定した目標値（２５,０００人）を約３４％上回るもので、大いに評価

できる。 

入館者数増の要因としては、 

・集客が見込める市民ギャラリーを利用したイベントの増加(前年度比約４０％増) 

※Ｈ２９年度：７４件・２１６日 ⇒ Ｈ３０年度：１０４件・２８１日 

・好評イベントである地元手作りマルシェ「モンシュシュ」を、他のイベントと抱き

合わせで開催する等の自主企画イベント実施の創意工夫 

・地元年長者の交流の場としての「歌声広場」や、各種ワークショップ・セミナーや

手作り作品販売等を同時開催する「大人の祭り」等、施設の特徴を生かした指定管

理者による自主企画イベントの定着化 

・アンケート等で要望の多かった、生ビール販売サーバーの常設 

・生ビール試飲つきアテンドコースの定着 

・国内ツアー、インバウンドツアー等の団体客に対する継続的な誘致の推進 

などがあげられる。 

また、地域交流の一環として、アテンドスタッフらが企画した地元愛犬家らの情報交

換等イベント「ワンファム」を実施して、地域ぐるみ、家族ぐるみの交流を図っている。 

 このように、集客対策が功を奏し、地域の交流拠点、地域のにぎわいづくりなど、施

設の設置目的に沿った成果が得られた。 
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（単位：人） 
 

利用者数 
H26 年度 

（更新前） 

H27 年度 

（更新前） 

H28 年度 

（更新前） 

H29 年度 

（更新前） 
H30 年度 

要求水準 18,000 18,000 18,000 18,000 19,000 
目 標 値 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
実   績 25,480 30,597 25,608 27,147 33,467 

 （２）利用者の満足度 

１５ ３ ９ 

  ① 利用者アンケート等の結果、施設利用者の満足が得られて

いると言えるか。 
  ② 利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組みがなさ

れたか。 
  ③ 利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか。 
  ④ 利用者への情報提供が十分になされたか。 
  ⑤ その他サービスの質を維持・向上するための具体的な取組

みがなされ、その効果があったか。 
 ［評価の理由、要因・原因分析］  

平成３０年度の来場者アンケート（満足、やや満足、普通、やや不満、不満の５段階

評価）によれば、展示物の内容等についての回答からみる利用者の満足度（満足・やや

満足の計）は約８２％で、昨年と比較すると満足度は５ポイント上がっており、高い水

準にあると評価できる。 

施設展示内容のリニューアルが困難である厳しい条件の中、８月からビールサーバー

を常設することで、以前から寄せられていた「ビールが飲めたらよかった」との要望に

応えるとともに、３月末からは、「旧サッポロビール九州工場」のＶＲ（バーチャルリア

リティ：仮想現実）体験もできるようになっており、今後の満足度向上が期待できる。 

また、スタッフ対応の満足度（満足・やや満足の計）は約８０％であり、目標値の８

７％には及ばないものの、利用者の満足度は高い水準である。 

アンケートの回答には、スタッフの施設に関する豊富な知識と丁寧な対応について、

入館者から謝辞が寄せられており、質の高いサービスが提供されていると考えられる。 

 

 

■利用者（満足・やや満足）          ■スタッフの対応（満足・やや満足） 

年度 目標値（％） 実績値（％）  年度 目標値（％） 実績値（％） 

26   ９０    ８３ 26 

８０ 

８９ 

27   ９１    ８２ 27 ８６ 

28   ９２  ８５ 28 ８５ 

29   ９３ ７７ 29 ８３ 

30   ８３    ８２ 30   ８７ ８０ 
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２ 効率性の向上等に関する取組み ３０  ２２ 

 （１）経費の低減等 

２０ ４ １６ 

  ① 施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に

低減するための十分な取り組みがなされ、その効果があった

か。 
  ② 清掃、警備、設備の保守点検などの業務について指定管理

者から再委託が行われた場合、それらが適切な水準で行われ、

経費が最小限となるよう工夫がなされたか。 
  ③ 経費の効果的・効率的な執行がなされたか。 
 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

門司赤煉瓦倶楽部は、門司赤煉瓦プレイス内の赤煉瓦交流館等の施設を所有しており、

平成２５年度から、門司麦酒煉瓦館の指定管理者となったことにより、同プレイス内の

諸施設の設備点検委託や清掃委託と一体的管理を行うなど、支出削減に取り組んでいる。 
指定管理者において、同プレイス内の他施設のテナント等と、月１回の会議を行い、

情報交換をするなど、協力体制を構築し、施設管理の効率性の向上を図った。 
門司麦酒煉瓦館の庭の手入れや草刈については、可能な範囲で指定管理者自らが行っ

たり、物品購入の際には、２社以上から見積りを徴することで、経費の低減に努めた。 
また、駐車場発券機リース契約について、再リースを選択することで経費を抑えるこ

とができた。 
その結果、支出に関して、前年度に比べ約９％削減となるなど、経費の効果的・効率

的な執行がなされた。 
  
 

（単位：千円） 

支出 H26 年度 

（更新前） 

H27 年度 

（更新前） 

H28 年度 

（更新前） 

H29 年度 

（更新前） 
H30 年度 

目標 19,973 19,973 19,973 19,973 16,237 
予算 16,990 16,753 16,952 15,911 16,237 
決算 15,824 15,101 14,463 15,383 14,005 

 

（単位：千円） 

うち光熱水費 H26 年度 

（更新前） 

H27 年度 

（更新前） 

H28 年度 

（更新前） 

H29 年度 

（更新前） 
H30 年度 

予算 1,602 1,602 1,602  1,602 1,602 
決算 1,671 1,608 1,638  1,557  1,593 

 

 （２）収入の増加 
１０ ３ ６   ① 収入を増加するための具体的な取り組みがなされ、その効

果があったか。 
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 ［評価の理由、要因・原因分析］ 
本施設は、完全利用料金制を採用しており、適正な指定管理業務が実施可能な収入を

指定管理者自ら確保する必要がある。 

その収入予算額の約９０％を占める駐車場収入について、門司赤煉瓦プレイス内飲食

テナント客の駐車場利用台数が平成２９年度より約２０％減少した影響もあり、前年度

に比べ約２５％減少（Ｈ２９年度：１６，０６６千円 ⇒ Ｈ３０年度：１２，０３８

千円）した。 

 しかしながら、自主企画イベントの実施や、市民ギャラリーを利用したイベント件数

を増やす等の努力により、入館者数は前年度に比べ約２３％増えて過去最大となるなど、

入館料及び市民ギャラリー利用料収入の増加（前年度比約５０％増）に結びついている。 

 ※市民ギャラリーイベント件数（前年度比約４０％増） 
  Ｈ２９年度：７４件・２１６日 ⇒ Ｈ３０年度：１０４件・２８１日 
 ※入館者数（前年度比約２３％増） 
  Ｈ２９年度：２７，１４７人 ⇒ Ｈ３０年度：３３，４６７人 
 ※入館料・市民ギャラリー利用料収入（前年度比約５０％増） 
  Ｈ２９年度：７３８千円 ⇒ Ｈ３０年度：１，１４４千円 
このような努力の結果、平成３０年度の収入は目標に達していないものの、収支につ

いては黒字を維持しており、効果的な取組みを行ったと評価できる。 
 

 （単位：千円） 

（単位：千円） 

 
 

収   入 H26 年度 

（更新前） 

H27 年度 

（更新前） 

H28 年度 

（更新前） 

H29 年度 

（更新前） 
H30 年度 

目   標 22,840 22,840 22,840 22,840 16,592 
予   算 18,636 17,820 17,580 17,580 16,592 
決   算 15,229 16,135 16,786 17,853 14,141 

収   支 H26 年度 

（更新前） 

H27 年度 

（更新前） 

H28 年度 

（更新前） 

H29 年度 

（更新前） 
H30 年度 

目   標 2,867 2,867 2,867 2,867 355 
決   算 ▲595 1,034 2,323 2,470 136 

３ 公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み ２０  １２ 

 （１）施設の管理運営（指定管理業務）の実施状況 

１０ ３ ６ 

  ① 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合

理的であったか。 
  ② 職員の資質・能力向上を図る取り組みがなされたか（管理

コストの水準、研修内容など）。 
  ③ 地域や関係団体等との連携や協働が図られたか。 
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 ［評価の理由、要因・原因分析］ 
館長に市内外の近代化産業遺産の保存・活用について貢献してきた専門家（工学博士・ 

学芸員）を配置しており、市内外における研究会等の講師やパネラー等を通じて、産業 

遺産に対する価値の再認識を促すとともに、大里地区の魅力について広く情報発信に 

努めている。 

 また、各種イベントの企画・実施や営業等を充実させるため、平成２６年１０月から、 

営業及び管理運営を担当するマネージャーを新規に採用した結果、入館者が増加に転じ 

た。一方、常勤６名、非常勤１名と、必要最小限の管理コストを維持し、スタッフには 

事務や清掃を兼務させるなど、合理的かつ効率的な人員配置を行っている。 

スタッフの研修については、館内アテンドのロールプレイングにより、スタッフ教育・ 

アテンド技術の向上を図るほか、人権啓発研修や月1回の定例会において職員間での話

し合いの場を持ち情報共有を行うとともに、接遇マナーの徹底を行っている。 

アンケートにおけるスタッフの対応満足度の高さからも、これら研修が適切であった

ものと評価できる。 

公的施設としての地域との連携については、 

・門司大里地区ＡＥＤ設置拠点、「大里おやじの会」との連携による地域活動協力 

・門司区役所などと開催した「大里こだわり食市」や「大里こだわり縁日」、「北九

州マラソン」への協力 

など、地域への貢献は大きい。 

今後もこうした取り組みの中で、地域との連携や協働が更に推進されることが期待さ

れる。 

 

 

 （２）平等利用、安全対策、危機管理体制など 

１０ ３ ６ 

  ① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が適切に実

施されているか。 
  ② 利用者を限定しない施設の場合、利用者が平等に利用でき

るよう配慮されていたか。 
  ③ 利用者が限定される施設の場合、利用者の選定が公平で適

切に行われていたか。 
  ④ 施設の管理運営（指定管理業務）に係る収支の内容に不適

切な点はないか。 
  ⑤ 日常の事故防止などの安全対策が適切に実施されていた

か。 
  ⑥ 防犯、防災対策などの危機管理体制が適切であったか。 
  ⑦ 事故発生時や非常災害時の対応などが適切であったか。 
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 ［評価の理由、要因・原因分析］ 

個人情報の保護については、北九州市門司麦酒煉瓦館の管理運営に関する基本協定に

則した適正な取組みがなされている。 

入館者の利用については、入館者が平等に利用できるよう配慮されており、障害者利

用の際の入館案内等も窓口やホームページにて適切に表示されている。入館料や駐車場

使用料等の徴収に関する会計事務についても、適正な処理が行われており、問題は無い。 

建築基準法に基づく法定点検や、消防設備の安全点検、避難訓練等も適切に行われて

おり、常日頃から、事故防止などの安全対策に留意することで、事故を未然に防いでい

る。 

また、防犯、防災のための緊急連絡体制やマニュアルの整備がなされており、緊急連

絡網を事務所内に掲示するなど、適切な体制が構築されている。 

さらに、閉館時間における駐車場のゲートの不具合の際も、委託している警備会社か

らの連絡を受け、適宜指示を行うことにより、迅速な対応を行っている。 

 

 

 

 

【総合評価】 

合計得点 ７８ 評価ランク Ｂ 

【評価の理由】 

門司赤煉瓦倶楽部は、大里本町に残る大正期に建てられた赤煉瓦造建物の保存・活用を

行い、イベント開催やまちづくり事業の展開により、地域の活性化に貢献することを目的

として設立されたＮＰＯ法人である。 

平成２５年度から、門司麦酒煉瓦館の指定管理者となり、門司赤煉瓦プレイス内の他施

設と連携した複合的な事業展開や、効果・効率的な施設管理運営に努めてきた。 

平成２９年度に実施した指定管理者選定において、平成３０年度から令和４年度まで引

き続き指定管理者に指定されることとなった。 

平成３０年度の入館者数は、過去最大の３３，４６７人で、前年度に比べ約２３％増加

した。 

特筆すべき点として、市民ギャラリーの利用促進（Ｈ２９年度：７４件・２１６日 ⇒ 

Ｈ３０年度：１０４件・２８１日）、国内ツアー・インバウンドツアー等の団体客に対する

継続的な誘致の推進など、観光集客拠点及び地域の交流拠点として、地域のにぎわいづく

りに大きく貢献した点、アンケート要望の多かった「生ビールの提供」について、生ビー

ル販売サーバーを常設して対応した点など、指定管理者として高く評価できる。 

 

【今後の対応】 

お土産品の充実や、生ビール試飲コース等のサービスの充実などを提案事業の一つとし

て注力し、来場者の満足度向上や収益の確保につなげるとともに、市民ギャラリーの利用

促進と併せて、様々な自主事業を中心とした来場者確保の基盤をより一層固めていく予定

である。 
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また、平成２９年４月に、本施設をはじめ、門司赤煉瓦プレイス内の４つの施設を含む

北九州市・下関市の施設群が、「関門ノスタルジック海峡」として文化庁の「日本遺産」

に認定されたことから、同プレイス内各施設との相互連携により、年間を通して魅力を発

信していくとともに、日本遺産や近代化産業遺産としての価値を一層アピールすることに

より、観光客や団体の継続的な誘致を実行し、当該地域の更なるにぎわいづくりを期待し

ていきたい。 

 

 

 
 

［北九州市指定管理の評価に関する検討会議における意見］ 

適正に評価されている。 

今後も、市と指定管理者と協同で、市民サービスのより良い向上に向けて連携していた

だきたい。 

 

 


